
 

寒 川町 企業 等の立 地促 進に 関す る条例 施行 規則 新旧 対照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(奨 励措置 適用 申請 書 ) (奨 励措置 適用 申請 書 ) 

第 4条  （ 略）  第 4条  （ 略）  

2  奨 励 措 置 適 用 申 請 書 は 、 条 例 第 4条 に

規 定 す る 奨 励 措 置 (以 下 「 不 均 一 課 税 」

と い う 。 )の 適 用 の 申 請 に 係 る も の に あ

つ ては 立地 の日以 後 2月 以内 に、条 例 第 5

条      に 規定 する 奨励 措置 (以 下「雇 用

奨 励 金 の 交 付 」 と い う 。 )の 適 用 の 申 請

に 係 る も の                          

                  に あ つ て は 立 地 の

日 か ら 起 算 し て 1年 2月 を 経 過 し た 日 以

後 1月 以 内 に                         

                                   

                                   

      町長 に提出 しな けれ ばな らない。 

2  奨 励 措 置 適 用 申 請 書 は 、 条 例 第 4条 に

規 定 す る 奨 励 措 置 (以 下 「 不 均 一 課 税 」

と い う 。 )の 適 用 の 申 請 に 係 る も の に あ

つ ては 立地 の日以 後 2月 以内 に、条 例 第 5

条 第 1項に 規定 する 奨励 措置 (以 下「雇 用

奨 励 金 の 交 付 」 と い う 。 )の 適 用 の 申 請

に 係 る も の の う ち 同 項 第 1号 の 規 定 に よ

る 雇 用 奨 励 金 の 交 付 に あ つ て は 立 地 の

日 か ら 起 算 し て 1年 2月 を 経 過 し た 日 以

後 1月以内 に 、同 項第 2号 の規 定に よる雇

用 奨 励 金 の 交 付 に あ っ て は 立 地 の 日 か

ら 起 算 し て 2年 2月 を 経 過 し た 日 以 後 1月

以 内に 町長 に提出 しな けれ ばな らない。 

  

（ 奨励 措置 適用申 請書 の添 付 書 類）  （ 奨励 措置 適用申 請書 の添 付 書 類）  

第 5条  （ 略）  第 5条  （ 略）  

(1)～ (6) （略 ）  (1)～ (6) （略 ）  

（ 7）雇用 奨励 金の 交付 の申 請の 場合に あ

っ ては 、新規雇 用従業 員名 簿 、当該 従業員

を 1年以上 継続 して 雇用 して いる ことを 証

す る書 類並 びに当 該従 業員 が雇 用の日 の 1

年 前か ら申 請の日 まで 継続 して 町内に 住

所 を有 して いるこ とを 証す る住 民票等 の

書 類                  

                    

                    

                   

                   

                   

                    

                

（ 7）雇用 奨励 金の 交付 の申 請の 場合に あ

っ ては 、 次 に掲げ る書 類。  

ア  新規雇 用従 業員 名簿  

イ  当該従 業員 を継 続し て雇 用し ている

こ とを 証す る書 類  

ウ  住民票 の写 しそ の他 当該 従業 員が雇

用 の日 の 1年前 から 申請 の日 まで 継続

し て町 内に 住所を 有し てい るこ とを

証 する 書類  

エ  雇用保 険被 保険 者資 格取 得確 認通知

書 （事 業主 通知用 ）の 写し  

オ  障害者 であ るこ とを 証す る書 類（条

例 第 5条第 2項の規 定に よる 加算 を受

け よう とす る場合 に限 る。 ）  

(8) (略 ) (8) (略 ) 

～ 略～  ～ 略～  

第 2号様式 （第 4条 関係 ）  第 2号様式 （第 4条 関係 ）  

[別 添のと おり ] [別 添のと おり ] 

～ 略～  ～ 略～  

第 4号様式 （第 6条 関係 ）  第 4号様式 （第 6条 関係 ）  



[別 添のと おり ] [別 添のと おり ] 

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  

 こ の規 則は 、平成 30年 10月 1日 から 施行

す る。  

 








